
輝け！農業イノベーション応援事業費補助金のご案内 

新たな取り組みにチャレンジする農家を支援します！ 
 
  川島町では、農業のＤＸ化の推進や、農産物の販路拡大を目指す農業者の支援を行うこと

で、地域資源の総動員による稼ぐ力の向上及び活気ある事業活動の推進を図ることを目的と

して、ロボット技術やＩＣＴ等の先端技術を活用した機器の導入に係る経費、または農産物

の販路拡大を目的とした費用に対する経費について、その経費の一部を補助します。 

 
 ※本事業は令和４年度から令和６年度までの３年間の実施となります。 
 

１．申請できるかた・・・下記４つの項目をすべて満たすかた 

 ★町内で耕作しているかた。 
 ★個人事業主である場合、市（町村）県民税及び国民健康保険税（料）の滞納がないかた。

法人である場合、法人税の滞納がないかた。 
 ★当該補助金を１年度において３回の交付を受けていないかた。 
 ★認定農業者または認定新規就農者であるかた。 

 
２．補助対象経費・・・・新たな取り組みに掛かる経費の一部を補助します 
 ★「ロボット技術やＩＣＴ等の先端技術を活用した機器購入費用」、「物産展・商談会出店

費用」、「インターネット販路環境整備費用」、「農に関する認証取得費用」、「機能性分析

費用」、「マーケティング・ブランディング費用」、「加工品施策費用」、「加工製造及び販

売に要する許可、免許取得費用」、「ロゴ・パッケージデザイン費用」、「法人化に係る登

記申請費用」等 

 
３．補助金の額 
 ★補助対象経費の２分の１に相当する額（上限５０万円）で、千円未満は切り捨て。 
  ただし、１年度における補助金の額の合計は５０万円までとなります。 

 
４・申請方法 
 以下の書類を、川島町農政産業課へ提出してください。 
（※申請額が予算額に到達した時点で受付を終了します。） 
 [補助金申請に必要な書類] 
  ①補助金交付申請書 
  ②町税等の納付状況が確認できる書類（町外個人事業主・町外の法人である場合） 
  ③事業計画書 
  ④補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し 
  ※申請書は、農政産業課で配布または川島町ホームページからダウンロード 

 
川島町農政産業課 ℡０４９－２９９－１７６０（直通） 

  



＜＜輝け！農業イノベーション応援事業費補助金申請の流れ＞＞ 

           
● 補助対象の確認等は、事前に町へお問い合わせください。 

 
 
 

● 「補助金交付申請書」の提出。 
※ 添付書類 

           
 
 
 
 
 
 

● 町において審査を実施。 

 
 
 

● 審査の結果、補助対象の可否を決定し、補助金決定通知書を送付。 

           
 

● 決定を受けてから、機器導入等の補助事業を実施してください。 
※ 補助事業の内容を変更するときは、変更届出書を提出してください。 
※ 補助金の交付を取り下げるときは、取下届出書を提出してください。 

 
● 完了報告書を提出してください。 
※ 添付書類 

 
 
 
● 町において審査及び現地確認の実施。 

          
 
 
●町による審査及び現地確認の後、請求書の提出。 

 
 
● 請求書に基づき指定口座へ振込。 
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